
Press Release 

報道関係者 各位 

「年金振込通知書」（令和３年１０月定期支払）の印刷誤り事案に係る

検証状況報告について 

 本年１０月６日及び１２日に公表した「年金振込通知書」（令和３年１０月定期支払）の印刷誤り

事案に係る検証状況について調査報告書を公表します。 

改めまして、このたびの事案により、多くのお客様にご迷惑、ご心配をおかけしましたことをお

詫び申し上げるとともに、今後の再発防止策の確実かつ速やかな実施に全力を尽くして取り組

んでまいります。 

○別添１：年金振込通知書の印刷誤り事案検証状況報告

○別添２：年金振込通知書の印刷誤り事案検証状況報告の概要

以上

令和３年１２月３日 

（照会先） 

経営企画部経営企画グループ 

企画調整監  田中 規倫 

  参事役 小野 健一郎 

（電話直通 03-5344-1107） 

経営企画部広報室 

（電話直通 03-5344-1110） 
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年⾦振込通知書の印刷誤り事案
検証状況報告

令和３年１２⽉３⽇
⽇本年⾦機構

１ 本事案の概要、対応経過
２ 本事案の発⽣原因
３ 委託業者における業務実態
４ 機構の調達・履⾏管理ルールと本事案における対応
５ 本事案の再発防⽌策
６ 分割委託していた他の委託業者８社への⽴⼊調査
７ 本事案の検証体制及び検証内容の有識者への意⾒照会

⽬次

別添１
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○主な対応経過
令和３年10⽉6⽇(⽔)
・11時頃、機構コールセンターや年⾦事務所にお客様からの照会が⼊

り、サンメッセの印刷誤りが判明
・リスク統括部より直ちに理事⻑へ報告し、発送予定の通知書の発送

停⽌を同社及び郵便局と調整するとともに、12時頃年⾦局へ報告
・19時半に記者会⾒及びプレス・リリース、同時に機構ＨＰ内「⼤切

なお知らせ」ページに誤って印刷された通知書が送付されたことに
ついてのお詫び等を掲載

令和３年10⽉7⽇(⽊)
・専⽤コールセンター「振込通知書お問い合わせダイヤル」(フリーダ

イヤル)を開設、機構ＨＰに案内⽂掲載
【お客様対応件数︓36,846件(10/7〜11/30)】

令和３年10⽉9⽇(⼟)
・サンメッセ本社（岐⾩県⼤垣市）を訪問し、社⻑等関係者より事情

聴取、現場において再作成業務の正確性を確認

令和３年10⽉11⽇(⽉)
・再作成した年⾦振込通知書(975,065件)を発送

令和３年10⽉12⽇(⽕)
・誤って送付した通知書の件数及び再作成した通知書の発送について、

プレス・リリース、記者説明
※10⽉6⽇の公表時においては愛知・三重・福岡県の⼀部の⽅とし

ていたが、その後、和歌⼭・奈良県の⼀部の⽅(3,042件)にも
誤った通知が送られていたことが判明し、合計で975,065件の
印刷誤りとして公表

令和３年10⽉18⽇(⽉)
・誤って送付した⽅へのお詫び状及び返信⽤封筒の送付を開始（10

⽉20⽇に発送完了）し、その旨を機構ＨＰ内「⼤切なお知らせ」
ページに掲載

※ 年⾦振込通知書の再作成・発送やお詫び状の送付等費⽤はサンメッ
セが負担

・ 機構では、年⾦の⽀払⾦額に変更が⽣じた場合に、年⾦受給者
へ当⽉の⽀払⾦額及び年度内の⽀払予定額をお知らせするため、
年⾦振込通知書を送付している(令和３年10⽉定期⽀払分の送付
対象者は3,290万件)。

・ 本事案に係る調達については、年⾦振込通知書作成から発送準
備業務までの⼀連の業務を委託している。

・ ⼊札⼿続きの結果、サンメッセを含む９社に分割して委託。
※⼊札結果は20ページ参照

【主な調達・履⾏スケジュール】
令和３年５⽉14⽇ 契約締結
令和３年９⽉2⽇ 履⾏開始前検査
令和３年９⽉29⽇〜10⽉3⽇ 履⾏開始・履⾏中検査
令和３年10⽉4⽇〜８⽇ 納品⽇（郵便局差出）

１．本事案の概要、対応経過
○本事案の概要
・ 令和3年10⽉6⽇、⽇本年⾦機構（以下「機構」という。）

のコールセンターに年⾦振込通知書（令和３年10⽉定期⽀払
分）をお送りした⼀部地域のお客様より、印刷内容が異なる
旨の照会が⼊ったため、当該地域分の通知書作成・発送準備
業務を委託していたサンメッセ株式会社（以下「サンメッ
セ」という。）に確認したところ、同社が作成していた通知
書について、宛名⾯(宛先住所、⽒名を記載)と通知⾯(基礎年
⾦番号、振込先、年⾦額等を記載)で別⼈の情報を印刷してい
たことが判明した。
※ 通知⾯に⽒名は印刷されない様式となっており、印刷情報のみ

で個⼈を特定できるものではなかった。

・ 事案判明後、直ちにサンメッセが作成した通知書の発送停
⽌を同社及び郵便局と調整したものの、975,065件について
誤った通知書を送付していたことを確認した。

・ 同⽇中に、記者会⾒、プレス・リリースを実施。

・ 後⽇、該当のお客様(975,065件)へ再作成した通知書及び
お詫び状(返信⽤封筒同封)を送付した。

＜年⾦振込通知書の作成及び発送準備業務＞
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２．本事案の発⽣原因
○ 令和3年10⽉の定期⽀払にあわせお客様にお送りした年⾦振込通知書のレイアウトは次ページのとおりであるが、サンメッ

セが作成した通知書は、宛名⾯(宛先住所、⽒名を記載。以下「表⾯」という。)と通知⾯(基礎年⾦番号、振込先（⾦融機関
及び⽀店名）、年⾦額等を記載。以下「裏⾯」という。)で別⼈の情報が印刷されていた。

○ 機構が想定していた通知書（圧着はがき）作成作業は、⼤きく４つの⼯程に区分される。
① 印刷⽤データとして表⾯・裏⾯のイメージ画像を作成し配列
② 作成した① 印刷⽤データ（イメージ画像）をもとに、印刷機で表⾯・裏⾯を別々に印刷
③ 表裏の通知書内容が⼀致しているかを突合確認（表裏をCCDカメラで撮影する等により印刷内容を確認）
④ 印刷したはがきの圧着作業

○ 本事案において、サンメッセが通知書の表裏で別⼈の情報を印刷した原因としては⼤きく以下３点が確認された。
（詳細は「３．委託業者における業務実態」参照）

※サンメッセにおける本来の印刷環境や、本事案における本番検証品（テスト品）及び本番品の印刷環境の詳細は16〜18ページ参照 

原因 詳細
１ 本番検証品（テスト品）を本番とは

異なる印刷環境（印刷⽤データの作
成、印刷機の設定）で作成

○通知書作成の本番作業の実施前に、サンメッセから機構へ本番検証品（テスト品）
を提出することとしており、その作成にあたっては、本番と同⼀の印刷環境（印刷⽤
データの作成、印刷機の設定）で作成することを機構は仕様書等で求めていた。

○しかし、サンメッセにおいては、本番とは異なるプログラム設定で印刷⽤データを
作成し、本番品と同様の環境で作成したと偽り機構に提出した。

【課題】本番検証品（テスト品）と本番品のそれぞれの印刷環境（印刷⽤データの作
成、印刷機の設定）の相違とそこから発⽣するリスクを把握することが必要

２ 本番作業時の印刷機の設定誤り ○通知書作成の本番作業の際、印刷⽤データは正しく作成されていた。
○しかし、印刷機の出⼒設定を印刷オペレータが誤って設定し印刷したため、表⾯と
裏⾯で別⼈のデータが印刷された。

○サンメッセにおいては、印刷機の出⼒設定時の誤りをチェックする仕組みを講じて
いなかった。

【課題】作業⼯程における印刷⽤データの作成と印刷機の設定との関係等について確
認し、作業⼯程の中で発⽣するリスクを把握することが必要

３ 管理番号による通知書の表⾯・裏⾯
の突合チェックの未実施

○表裏の不⼀致防⽌のため、通知書の表裏にそれぞれ「管理番号」を印刷し、当該番
号を突合チェックする等の措置を講じることを機構は仕様書等で求めていた。

○サンメッセは履⾏開始前検査時に、管理番号で表裏の突合チェックをする旨、機構
に説明していたが、本番作業時にこのチェックが⾏われていなかった。

【課題】管理番号による突合を⾏っている証跡を確認することが必要

4



宛名⾯（表⾯） 通知⾯（裏⾯）

0000001

0000036

受給者Ａの宛名等
を印刷

受給者Ｃの基礎年⾦番号、
年⾦額等を印刷

（※印刷情報のみで個⼈を特定できる
情報ではない）

管理番号

不⼀致

不⼀致だが
サンメッセは
突合チェック
せず

＜⼭折り＞ ＜⾕折り＞

「年⾦振込通知書の印刷誤り」の内容

＜年⾦振込通知書（通知⾯（裏⾯））に記載されている内容＞
「年⾦振込通知書の送付理由」、「年⾦の制度・種類」、「基礎年⾦番号・年⾦コード」、「振込先⾦融機関及び⽀店」、
「令和3年10⽉から令和4年4⽉までの年⾦⽀払額・年⾦から特別徴収する保険料等・所得税額および復興特別所得税・控除後振
込額」及び「前回⽀払額」
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仕様書等の記載内容（概要） サンメッセの対応、説明内容 機構における確認結果（実態）

履⾏開始前定例
会議の実施

仕様書10(6)③
④

・履⾏開始⽇（令和3年9⽉29⽇）の10⽇前までに、履
⾏体制、スケジュール等について、打合せを実施する
こと。
※原則、対⾯による実施であるが、緊急事態宣⾔発令

中であったため、特例的に電話で実施。
・受託事業者は、上記定例会議の終了後３営業⽇以内に、

「定例会議議事録」を作成し、機構へ提出すること。

・令和3年7⽉14⽇、電話による打合
せを実施

・令和3年7⽉16⽇、「定例会議議事
録（履⾏開始前）」を提出

・履⾏スケジュール、履⾏体制等が
仕様書等で⽰している期限までに準
備・確保する計画であることを聴取
し、それらの準備状況に問題がない
ことを確認

プレ印刷帳票の
作成

委託要領3.(2)

・令和3年8⽉27⽇までに、1枚ごとに裁断されたプレ印
刷帳票（個⼈情報なし）を作成し機構へ提出すること。

・令和3年8⽉26⽇、プレ印刷帳票を
提出

・プレ印刷帳票に誤字脱字等がなく
レイアウトも原稿どおりであること
を確認

履⾏体制の確保

仕様書9(1)⑤
・令和3年8⽉31⽇までに、守秘義務契約締結報告書、

業務委託員名簿を機構へ提出すること。

・令和3年8⽉26⽇、「守秘義務契約
締結報告書」、「業務委託員名簿」
を提出

・業務委託員名簿に提⽰された⼈数
が、運⽤仕様書で提⽰された⼈数以
上確保されていることから、履⾏体
制に問題がないことを確認

複写複製の承認

仕様書10(3)④

・委託業務の実施にあたり、個⼈情報の複写複製を⾏う
必要がある場合は、あらかじめ機構の書⾯による承認
を受けること。

・令和3年8⽉26⽇、「複写複製承認
申請書」を提出

・複写複製物の申請内容について、
仕様書等で⽰す内容の範囲内である
ことを確認

履⾏開始前検査

仕様書10(7)①

・機構は、履⾏開始⽇の3⽇前までに、本案件に関係す
る事務所等へ⽴⼊検査を実施できるものとする。
※原則、⽴⼊による実施であるが、業者が同様の外部
委託を問題なく履⾏中であったため、調達企画部に
特例申請を⾏い、書⾯で実施。

・令和3年9⽉2⽇、履⾏開始前検査
（書⾯・聴取による検査）を受検

・表裏の不⼀致防⽌に関し、「帳票の
表裏に別⼈の情報が印刷されること
がないよう、あらかじめ対象者ごと
の管理番号を印刷データに挿⼊。印
刷後に表裏の管理番号をスキャン・
突合して突合結果に問題がないこと
を検査する」旨を機構に⼝頭で説明

【契約違反⾏為】
・説明された内容で機構は了承して
いたが、実態としては、事前に説明
があった内容とは異なり、管理番号
による通知書の表⾯・裏⾯の突合
チェックは実施されていなかった

【課題】検査時に当該契約に係るリ
スクの把握とその対処策について証
跡の取得等による確認が必要

○ サンメッセは機構と締結をした契約書（契約書に付随する仕様書及び委託要領等含む）等に基づき、受託した業務を⾏う責
務があったが、前述の「２．本事案の発⽣原因」のとおり、機構への事前の説明内容と異なる契約違反⾏為が確認された。

○ 本事案の判明以降、機構が⽰していた仕様書等とサンメッセが事前に機構へ説明していた内容、及び実際のサンメッセの業
務実態について、サンメッセの社⻑を含む役職員からのヒアリング等により検証を⾏った。

○ 検証の結果として、業務の履⾏体制、守秘義務契約等の情報セキュリティに関する管理体制については、契約書等に基づい
た体制等が確保されていたことを確認した。また、契約書等により定められた各種提出書類に関しては、期限どおりに提出さ
れていたことを確認した。

⼀⽅で、「履⾏開始前検査」、「本番検証品の作成」、「履⾏中検査」及び「本番品の作成」の⼯程において、サンメッセ
は委託要領等に反して事業を⾏っていた事実を認めている。

３．委託業者における業務実態

6



仕様書等の記載内容（概要） サンメッセの対応、説明内容 機構における確認結果（実態）

研修の実施

仕様書10(2)③

・履⾏開始⽇の前⽇までに、⽇本年⾦機構法や個⼈情報等に関
する関係法令にかかる教育を実施すること。

・受託事業者は、履⾏開始⽇の前⽇までに、「研修実施報告
書」により、研修実施⽇を報告すること。

・令和3年9⽉17⽇、「研修実施報
告書」を提出

・業務委託員全員に仕様書等で⽰
す研修実施期⽇（履⾏開始⽇の
前⽇9⽉28⽇）までに必要な研修
が⾏われていることを確認

本番検証品の作
成

委託要領
3.(3)⑥~⑧

・受託事業者は、「年⾦振込通知書出⼒仕様」、「年⾦振込通
知書データ電⼦媒体基準書」、及び「⾳声コード印字要領」に
基づき、本番検証品（本番検証⽤データの全てを出⼒したも
の）を作成すること。

・令和3年9⽉10⽇、本番検証品
（テスト品）を提出

・令和3年9⽉21⽇、「本番検証品
にかかる品質保証並びに印刷誤り
防⽌にかかる報告書」を提出

【契約違反⾏為】
・本番検証品（テスト品）について、
本番とは異なる環境で作成し、本
番品と同様の環境で作成したと偽
り機構に提出

・⾒た⽬は本番品と変わらない状
態であったため検査は合格とし
ていたが、実態は左記のとおり、
本番とは異なる環境で作成され
たものであった

【課題】本番検証品（テスト品）
と本番品のそれぞれの印刷環境
（印刷⽤データの作成、印刷機
の設定）の相違とそこから発⽣
するリスクを把握することが必
要

・受託事業者は、1枚ごとに裁断された本番検証品を作成し、令
和3年9⽉10⽇までに機構へ提出すること。
併せて、「本番検証品にかかる品質保証並びに印刷誤り防⽌
にかかる報告書」を機構へ提出し、機構の検証を受けること。

・受託事業者は、貸与された本番検証⽤データの誤出⼒等によ
り、情報漏えいを発⽣させないため、以下の措置を講じること。
ア 対象者の印字が、年⾦振込通知書の表裏で不⼀致となら

ぬよう、表裏両⾯に管理番号（注３）を付す等の防⽌策を
講じること。

イ 印字された対象者が、年⾦振込通知書の表裏で、⼀致す
ることを確認すること。

ウ その他、必要な措置を講じること。
（注３）管理番号等を⽤いる場合は、対象者データ1件ごとに

固有の管理番号等を付与することとし、管理番号等の重
複付与（例︓郵便番号区分ごとの重複付与等）は⾏わな
いこと。

・作成したプログラムが「年⾦振込通知書出⼒仕様」のとおり
出⼒できるか点検を⾏い、本番検証品提出時に、その点検結果
を機構へ報告すること。

・令和3年9⽉21⽇、「本番検証品
にかかる品質保証並びに印刷誤り
防⽌にかかる報告書」を提出

・プログラムで出⼒される内容に
ついて、ソート順設計、レイア
ウト設計、機構の印字仕様との
整合性等が点検されていること
を確認
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仕様書等の記載内容（概要） サンメッセの対応、説明内容 機構における確認結果（実態）

履⾏中検査

仕様書10(7)②

・機構は、個⼈情報の管理状況、委託業務の進捗状況等の確認
のため、随時に本案件に関係する事務所等へ⽴⼊検査を実施で
きるものとする。

※原則、⽴⼊による実施であるが、業者が同様の外部委託を問
題なく履⾏中であったため、調達企画部に特例申請を⾏い、書
⾯で実施。

・令和3年9⽉30⽇、履⾏中検査
（書⾯・聴取による検査）を受検

・表裏の不⼀致防⽌に関し、履⾏開
始前検査の際と同様に説明

【契約違反⾏為】
・説明された内容で機構は了承し
ていたが、実態としては、事前
に説明があった内容とは異なり、
管理番号による通知書の表⾯・
裏⾯の突合チェックは実施され
ていなかった

【課題】検査時に当該契約に係る
リスクの把握とその対処策につ
いて証跡の取得等による確認が
必要

本番品の作成

委託要領3.(4)③

・受託事業者は、印刷誤りを防⽌するため、本番検証品の作成
時と同⼀の印刷環境で作成すること。

・印刷⽤データは正しく作成

・印刷機の出⼒設定を印刷オペレー
タが誤って設定し印刷（誤りを認
識できず）

【契約違反⾏為】
・管理番号による通知書の表⾯・裏
⾯の突合チェックは未実施

・サンメッセにおいて印刷機設定
の誤りをチェックする仕組みが
なく、誤りに気付かなかった

【課題】印刷⼯程で⼿作業による
設定変更の可能性があることを
踏まえ、発送前に完成品で確認
することが必要

・その結果について、初回納品⽇の１営業⽇前までに、「本番
品にかかる品質保証書」により機構へ報告すること。

・令和3年10⽉1⽇、「本番品にか
かる品質保証書」を提出

・本番検証品（テスト品）の提出
時と同様の印刷環境（印刷⽤
データの作成、印刷機の設定）
で印刷されることを「本番品に
かかる品質保証書」で報告を受
けたが、実態としては、上記の
とおり印刷機設定に誤りがあっ
た。

8



○ 機構においては、平成30年6⽉に公表した「⽇本年⾦機構における業務委託のあり⽅等に関する調査委員会報告書」にお
ける提⾔内容を踏まえ、年⾦個⼈情報を取り扱う業務の正確性と品質の更なる向上のため、調達・外部委託の管理ルール
（年⾦個⼈情報を取り扱う外部委託実施要領）を新たに策定し、その徹底を図ってきたところ。

○ 本事案の発⽣を踏まえ、本件に係る調達⼿続きや履⾏管理に関し、当該ルールが遵守されていたか、またルール設定が⼗
分であったかについて、事業の企画段階から調達、履⾏管理に⾄る⼀連の流れを⼯程ごとに細分化し、検証を実施した。

○ 検証の結果として、本事案に係る調達や履⾏管理については基本的にルールに沿った対応（※）を実施していたことを確
認した。
（※）ルールに沿った主な対応

・年⾦個⼈情報を取り扱う外部委託に係る調達の全省庁統⼀資格（Ａ〜Ｄ）の本来等級の適⽤。
・運⽤仕様書に係る審査について、担当部署に加え、調達企画部、調達管理部による審査の実施。

○ ⼀⽅で、項番２及び３で前述したようなサンメッセの契約違反⾏為を検出するための仕組みやチェックに関するルール
が必ずしも⼗分でなく、特に「履⾏開始前検査」、「履⾏中検査」及び「納品時検査」に関しては具体的な⾒直しを検討
する余地があることが確認された。

４ 機構の調達・履⾏管理ルールと本事案における対応

項⽬ 調達・外部委託ルール（外部委託実施要領等） 本事案の対応状況

企画段階 ①事業の企画
（案件登録）

○外部委託の実施を検討する場合、事業担当部署
が調達企画部へ案件登録

○調達企画部が業務の特性・重要度に応じ案件区
分（５段階）を決定

○ルールどおり事業担当部署が案件登録
○調達企画部がルールどおり案件区分を決定（本件は区分

３に該当）

②予算実施計画の策定 ○予算実施計画を策定し財務部へ登録 ○ルールどおり登録

③調達計画の策定 ○調達計画を策定し調達管理部へ登録 ○ルールどおり登録

④仕様書案等の策定 ○調達段階のＲＦＩ（情報提供依頼）の実施に向
け仕様書案等を策定

○ルールどおり策定

調達段階 ⑤調達段階のＲＦＩ ○調達段階のＲＦＩを実施 ○ルールどおりＲＦＩを実施（令和2年12⽉10⽇~12⽉
28⽇)

・15社に仕様書配付、15社とも履⾏可能と回答
・履⾏準備期間も⼗分確保しており、仕様書案等の内容は
妥当

⑥仕様書案等の審査 ○調達企画部、調達管理部が「仕様書等審査
チェックリスト」に基づき内容審査

○調達企画部、調達管理部が審査依頼を受け、内容審査し
承認

⑦常勤役員会付議
（調達計画）

○常勤役員会に調達計画を付議 ○常勤役員会に調達計画を付議・承認

⑧調達委員会付議 ○調達委員会へ仕様書等を付議 ○調達委員会へ審査調書を付議・承認
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項⽬ 調達・外部委託ルール（外部委託実施要領等） 本事案の対応状況

調達段階 ⑨⼊札公告
（本来等級）

○本来等級で⼊札公告を実施 ○ルールに則り本来等級（Ａ等級）で⼊札公告を実施（令
和3年3⽉4⽇)

⑩運⽤仕様書の審査 ○担当部、調達企画部、調達管理部が「仕様書等
審査チェックリスト」に基づき運⽤仕様書の内容
審査

○機構が提⽰した仕様書等の内容が網羅されているかなど
運⽤仕様書を審査実施（令和3年3⽉29⽇~同年4⽉9⽇）

・12社が運⽤仕様書提出、全社合格

⑪開札、
契約締結

○開札、契約締結 ○開札（令和3年4⽉27⽇)、契約締結（同年5⽉14⽇)
・11社が応札、サンメッセを含む9社が落札
・２社が辞退・不落となったため、サンメッセを含む２社
と不落随契

契約後履⾏
開始前

⑫履⾏前定例会議 ○履⾏開始⽇（令和3年9⽉29⽇）の10⽇前までに、
履⾏体制等について、打合せを実施

○履⾏前定例会議を開催（令和3年7⽉14⽇)
・委託要領に定めた⼿順どおりに、業務をもれなく実施す
ることを約束、議事録を受理（令和3年7⽉16⽇)

⑬必要書類の提出 ○指定期限までに事業者より機構へ仕様書等に定
める必要書類を提出
・守秘義務契約書（令和3年8⽉31⽇まで）
・業務受託員名簿（令和3年8⽉31⽇まで)
・研修実施報告書（履⾏開始⽇の前⽇まで)

○仕様書等に定める必要書類を期限内に受理し、内容に不
備等がないことを確認
・守秘義務契約書（令和3年8⽉20⽇)
・業務受託員名簿（令和3年8⽉26⽇)
・研修実施報告書（令和3年9⽉17⽇)

⑭履⾏開始前検査 ○「委託先事業者に対する履⾏開始前に係る検査
実施⼿順」に基づき、履⾏開始前検査を原則⽴⼊
で実施
※区分２は従来実績、区分３は同様の外部委託

業務の履⾏状況を踏まえ、調達企画部⻑の承
認により、書⾯により実施可

＜履⾏開始前検査の⽬的＞
委託業者が、履⾏体制、履⾏⽅法、個⼈情報等の
保護及び情報セキュリティ体制を整備しており、業務を
適正に⾏うことができるかを確認するために、外部委託
の履⾏開始前に、業務委託員の名簿等の確認及び
研修実施報告書の確認、並びに委託先事業者へ⽴
ち⼊って検査

＜品質管理の確認ポイント＞
運⽤仕様書を基に具体的な事業実施予定⽅法
（誰がどのように⾏う予定なのか等）をヒアリングし、全
ての品質管理⼿法が漏れなく実施されるのか確認

○同様の事案を問題なく履⾏中であったことから、事業担
当部署が書⾯検査の申請を⾏い（令和3年8⽉26⽇)、調
達企画部⻑が承認（令和3年8⽉27⽇)

・サンメッセが履⾏中の他案件に係る履⾏中検査が令和3
年3⽉29⽇に実施され、特段の指摘事項はなかった
・サンメッセは直近1年以内に異なった委託案件で事務処
理誤り（年⾦請求書に印刷するQRコードの重複付与）を
発⽣させたことがあったが、その後⽴⼊検査によって改
善されたことを確認したことから、書⾯検査を承認
【課題】過去に事務処理誤りを発⽣させた事業者に対す

る⽴⼊検査の省略等検査ルールについて、より厳格化
することが必要

○履⾏開始前検査を書⾯により実施（令和3年9⽉2⽇)
・履⾏開始前検査においては、業務の履⾏体制、個⼈情報
保護・情報セキュリティの確認を重視していたこともあ
り、ヒアリングで表裏確認をする旨を聴取したものの、
具体的⼯程に関する証跡の提出までは求めていなかった
【課題】
・本番検証時と本番作業時の環境の違いの有無を確認

する観点の検査項⽬は設定されていなかった
・検査時に当該契約に係るリスクの把握とその対処策

について証跡の取得等による確認が必要
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項⽬ 調達・外部委託ルール（外部委託実施要領等） 本事案の対応状況

契約後
履⾏開始後

⑮履⾏中検査 ○「委託先事業者に対する履⾏中に係る検査実施
⼿順」に基づき、履⾏中検査を原則⽴⼊で実
施

※区分２は従来実績、区分３は同様の外部委託
業務の履⾏状況を踏まえ、調達企画部⻑の承
認により、書⾯により実施可

＜履⾏中検査の⽬的＞
履⾏開始前検査において確認した、委託先事業者
の履⾏体制、履⾏⽅法、個⼈情報等保護及び情報
セキュリティ体制の遵守状況及び履⾏状況が適切であ
るかを確認するために、外部委託の履⾏開始後に委
託先事業者へ⽴ち⼊って検査

＜品質管理の確認ポイント＞
運⽤仕様書及び履⾏開始前検査で確認した事項を
基に、具体的な事業実施状況（誰がどのように⾏って
いるか等）をヒアリングし、検査⽇までの作業⼯程の全
ての品質管理⼿法が漏れなく実施されているか確認

○同様の事案を問題なく履⾏中であったことから、事業担
当部署が書⾯検査の申請を⾏い（令和3年8⽉26⽇)、調
達企画部⻑が承認（令和3年8⽉27⽇)

・ルールに則り履⾏開始前検査と⼀緒に書⾯検査を申請
・承認理由は履⾏開始前検査と同じ

○履⾏中検査を書⾯により実施（令和3年9⽉30⽇)
・履⾏開始前検査で説明を受けていた表裏確認について、
実際にはチェックが⾏われていないことを検知すること
ができなかった

【課題】
・履⾏開始前検査時と同様、具体的⼯程に関する証跡

の提出までは求めていなかった
・本案件は、3,000万件以上の通知書を年⾦振込⽇ま

でに通知する業務であり、この業務の委託業者数は
９社、履⾏場所は16か所であったが、履⾏期間が短
いケースにおける履⾏中検査の在り⽅を検討するこ
とが必要

⑯納品時検査 ○「納品時検査に係る検査実施⼿順」に基づき、
履⾏完了の確認のための検査を実施

○委託データ件数と委託業者が令和3年9⽉30⽇（郵便局
納品前）に作成した料⾦後納郵便物差出通数票の件数
が⼀致することを確認

○本番品の現物に関してはチェックしておらず、書⾯によ
り品質保証書を提出させるのみの対応であった。

【課題】
・本番検証品（テスト品）と本番品が異なる場合のリ

スクを⼗分に考慮した品質検査⽅法とはなっていな
かった

・印刷⼯程で⼿作業による設定変更の可能性があるこ
とを踏まえ、発送前に完成品で確認することが必要
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○ 前述までのとおり、本事案の発⽣原因は受託事業者であるサンメッセの契約違反⾏為によるものであるが、結果と
して97.5万⼈という⼤変多くのお客様にご⼼配・ご迷惑をおかけした事態を未然に防⽌することができなかったこと
は、外部委託管理者である機構において重く受け⽌め、真摯に反省し、今後同様の事態が再び起こることがないよう、
徹底した再発防⽌に取り組まなければならない。

○ 本事案に係る発⽣原因を究明した結果、履⾏開始前検査において履⾏能⼒・セキュリティのチェックは適切に⾏わ
れていたが、委託業者が仕様書等のとおりに正しい⼯程で業務を履⾏していることの確認や、本番品の検品⽅法等に
ついて課題があることが判明した。

今後、「履⾏開始前検査」、「本番検証品の確認」、「履⾏中検査」及び「本番品の検査」に関し、ルール⾒直し
等改善策を早期に講じるとともに、改善策の運⽤状況を常勤役員会等で確実にフォローアップしていくこととする。

○ また、本事案に係る調達や履⾏管理については基本的にルールに沿った対応が実施できていたが、委託業者の契約
違反⾏為を想定したリスク把握や対処については専⾨性が必要であることから、当⾯、監査部の外部委託監査機能を
強化し機動的な対処を⾏うとともに、調達に係る外部の専⾨家を招聘して外部委託事業の企画・管理に携わる職員の
育成を強化するなどの対応も併せて推進する。

５．本事案の再発防⽌策

課題等 再発防⽌策
１．履⾏開始前検査 ○ サンメッセは直近1年以内に異なった委託案件で事

務処理誤りを発⽣させたことがあったが、その後⽴
⼊検査によって改善されたことを確認したことから、
書⾯検査を調達企画部が承認していた
⇒ 過去に事務処理誤りを発⽣させた事業者に対する

⽴⼊検査の省略等検査ルールについて、より厳格
化することが必要

○ ヒアリングで表裏確認をする旨の話は聴取したもの
の、具体的⼯程に関する証跡の提出までは求めてい
なかった
⇒ 検査時に当該契約に係るリスクの把握とその対処

策について証跡の取得等による確認が必要

○⽴⼊検査で現認すべき事項と書類検査でも確認可
能な事項を改めて精査し、検査の実効性を⾼める

○⽴⼊検査の除外に関し、過去に事務処理誤りを発
⽣させた場合は原則除外を認めない（⽴⼊検査をさ
せる）等をルール化

○⽴⼊検査における検査項⽬について、各契約案件
ごとのリスクを詳細に把握し、そのリスクに応じた
ものとなるよう⾒直しを⾏い、検査時に使⽤する
チェックシートに精緻に記載

○また、作業⼿法・⼯程の詳細がわかる資料など証
跡の確実な取得を徹底し、調達企画部が検査状況を
厳格に審査

２．本番検証品の確認 ○ 本番検証品（テスト品）について、本番とは異なる
印刷環境（印刷⽤データの作成、印刷機の設定）で
作成し、本番品と同様の環境で作成したと偽り機構
に提出され、機構はそれをチェックできなかった
⇒ 本番検証品（テスト品）と本番品のそれぞれの作

成環境の相違とそこから発⽣するリスクを把握す
ることが必要

○本番検証（テスト）環境と本番環境の相違を防⽌
するため
① 本番検証（テスト）環境と本番環境の相違点が

ないか、相違が発⽣しないかについて、作業⼿
法・⼯程の詳細がわかる資料などの証跡により
詳細に確認

② 相違によるリスクを把握し、その対処策(発⽣防
⽌策)について委託業者より提出を求める
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課題等 再発防⽌策

３．履⾏中検査 ○履⾏開始前検査と同様、⽴⼊検査ではなく書⾯検査
での実施を調達企画部が承認していた
⇒ 過去に事務処理誤りを発⽣させた事業者に対する

⽴⼊検査の省略等検査ルールについて、より厳格
化することが必要

○本来⽴⼊検査時に現認する印刷プログラムやデータ
編集の実態、管理番号による表裏の突合チェックの
実地確認をしておらず、また、証跡の提出も求めて
いなかったため、結果としてサンメッセが突合
チェックを実施しなかったことを事前に検知するこ
とができなかった
⇒ ⽴⼊検査における確認観点がリスクに⼗分⾒合っ

ておらず、また証跡の確実な取得に関するルール
が⼗分でなかった

○本案件は、3,000万件以上の通知書を年⾦振込⽇ま
でに通知する業務であり、この業務の委託業者数は
９社、履⾏場所は16か所であったが、履⾏期間が短
いケースにおける履⾏中検査の在り⽅を検討するこ
とが必要
⇒ 短期間で多くの委託業者の⽴⼊検査を実施する

ケースにおける履⾏中検査の在り⽅が機構内で⼗
分に検討されてこなかった

○⽴⼊検査で現認すべき事項と書類検査でも
確認可能な事項を改めて精査し、検査の実効
性を⾼める

○⽴⼊検査の除外に関し、過去に事務処理誤
りを発⽣させた場合は原則除外を認めない
（⽴⼊検査をさせる）等をルール化

○本番検証（テスト）環境と本番環境が異な
る場合は原則⽴⼊検査によりリスク対策を証
跡で確認

○⼀⽅で短期間で多くの委託業者の⽴⼊検査
を実施することが困難な場合も考えられるこ
とから、完成品によって正しく作成されてい
ることを確認する⼯程を設定（「４.本番品
の検査」参照）することとし、アウトプット
の正しさを確認

４．本番品の検査 ○本番品の現物に関してはチェックしておらず、書⾯
により品質保証書を提出させるのみの対応であった
⇒ 印刷⼯程で⼿作業による設定変更の可能性がある

ことを踏まえ、発送前に完成品で確認することが
必要

○履⾏開始前検査や本番検証品（テスト品）
の確認、履⾏中検査において必要なチェック
を厳格に実施することを前提に、最終的なア
ウトプット段階においても完成品の現物で検
査することを具体化

（発送前の本番品の検査の⼿法として、本番
印刷⽤データへのダミーデータの付加及び発
送前の引き抜き確認を制度化）
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（１）⽴⼊調査の実施概要
○ 本事案の発⽣を契機として、10⽉13⽇（⽔）から10⽉19⽇（⽕）にかけ、サンメッセを除く受託事業者８社に対し、印刷⼯

程の確認を主たる⽬的とした⽴⼊調査を実施した（複数⼯場で作業している事業者もあったため合計10か所へ⽴⼊）。
○ 調査⽅法は以下のとおり。

①予備調査において、仕様書、委託要領、各社契約書、各社運⽤仕様書、履⾏開始前検査調書、本番品にかかる品質保証書等
の精査

②現地調査において、現場責任者からの全体業務フロー・印刷⼯程のヒアリング及び印刷や圧着⼯程等で使⽤する実機の確認
（２）調査結果

○ 印刷⼯程を中⼼に、データ処理⼯程や圧着⼯程の確認等を⾏ったが、各社とも印刷誤りに繋がるような問題点は発⾒されな
かった。

主な調査項⽬、調査観点及び調査結果については以下のとおり。
調査項⽬ 調査観点 調査結果

データ受領（ＤＶＤ） 媒体が適切に移送等されているか 誤りに繋がる問題点なし
データ処理、編集 データ編集、分割、照合が適切に⾏われているか 印刷誤りに繋がる問題点なし
管理番号等付与 後⼯程の印刷⼯程でのチェック⽤の管理番号等

（シーケンス番号等）がデータ処理・編集過程で付
されているか

印刷誤りに繋がる問題点なし
・各社とも、シーケンス番号等が付されていた

印刷⽤データのチェック 本番検証品（テスト品）作成時と同⼀環境で年⾦振
込通知書が作成されているか

印刷誤りに繋がる問題点なし
・本番作業については機構側に提出された本番検証品
（テスト品）と同⼀環境で実施していることを確認

印刷⼯程 印刷機、印刷⽅式、印刷配列、検査器、圧着機等実
機及び機能の確認

印刷誤りに繋がる問題点なし

印刷⼯程の表裏整合確認 シーケンス番号等をCCDカメラによる読み取り等に
よる表裏整合確認の実施状況、⽬視確認実施状況

印刷誤りに繋がる問題点なし
・各社とも、CCDカメラで表裏を同時に撮影する等に
より、シーケンス番号等をチェック

ダミーデータの使⽤ 品質管理⽤のダミーデータの挿⼊状況、ダミーデー
タを利⽤した品質管理及び表裏整合確認の実施状況

印刷誤りに繋がる問題点はなし
・各社ともダミーデータの挿⼊等(※)により、印刷品質
や表裏チェックを実施

※⼀部事業者で印字検証⽤に本番データの⼀部を利⽤
（仕様書等で禁⽌はしていないが好ましくない）

件数確認・仕分け 委託件数と差出件数の⼀致、結束の状況 誤りに繋がる問題点なし

６．分割委託していた他の委託業者８社への⽴⼊調査

14



（１）本事案の検証体制
○ 本事案の原因は、実務的な問題に起因していると考えられることから、まずは、当事者である機構において、サンメッセに

おける業務実態、機構の契約担当部署等の調達管理状況などを調査・分析した上で、再発防⽌策の策定等の対応を組織横断
的に実施するため、本事案を公表した翌⽇の10⽉7⽇付で、理事⻑総括の下、役職員による調査チームを機構内に⽴ち上げ、
検証を⾏ってきた。

○ 調査チームにおける検証・対応事項は以下のとおり。
・ 本事案に係る対応経過の詳細把握・整理
・ 本事案の発⽣原因、サンメッセの業務実態等の詳細把握・分析
・ 機構の契約担当部署及び調達管理部署における履⾏開始前検査等履⾏準備の実施・確認状況の調査
・ 発⽣原因等の調査・分析結果を踏まえた再発防⽌策の検討・策定

○ さらに、機構における調査・分析結果については、事実関係について誤りがないことをサンメッセに確認するとともに、検
証の観点が適切であったかも含めて、第三者の⽴場から客観的に確認するため、機構の役職員以外の有識者へ本事案の詳細
を説明し、機構による調査・分析結果をご確認いただき、ご意⾒等を報告書に反映した。

（２）検証内容の有識者への意⾒照会
○ 令和3年11⽉18⽇から22⽇にかけ、以下の3名の有識者の⽅々にご意⾒をいただく機会を設けたところ。

・ 和泉澤 衞 ⽒（東京経済⼤学教授、機構契約監視委員会委員）
・ 安⽥ 隆⼆ ⽒（東京⼥⼦⼤学理事⻑、⼀橋⼤学⼤学院経営管理研究科国際企業戦略専攻特任教授）
・ ⼭⼝ 実 ⽒（公益社団法⼈ ⽇本印刷技術協会 客員研究員）

（３）有識者による検証内容のご意⾒等
○ 有識者の⽅々からいただいたご意⾒等は、以下のとおり。なお、評価以外のご意⾒に関しては本報告書に反映させていただ

いている。

7 ．本事案の検証体制及び検証内容の有識者への意⾒照会

・ 報告案として取りまとめられた検証結果（サンメッセにおける業務実態、機構の調達・履⾏管理ルールとその対応状況及び再発
防⽌策）について、検証の観点や調査・分析内容は概ね妥当。

・ 本事案判明後の通知書再作成作業やお客様対応等については迅速に対応されている。
・ 今回の委託業者の誤りは、通知書の表⾯と裏⾯の管理番号の突合チェックをしていないなどあまりにも初歩的。
・ 再発防⽌策としては、委託業者が⾏う各プロセスが、プロセスごとに適切に履⾏されているかをしっかり確認することが肝要。
・ 再発防⽌策については確実に実施可能なものである必要がある。完成品にダミーデータを⼊れ込み、本番作業品をチェックする

ことは有効。ただ新たな⼯程となるため、事務を複雑にして新たなリスクが発⽣しないようにすることや、機構・業者双⽅の事
務負担にも配慮する必要がある。

・ 委託管理ルールを策定する場合は、専⾨家の意⾒を聞きつつ、現場実務をよく理解する職員を関与させる必要がある。⼀⽅で
ルールだけで違反⾏為を完全に防⽌することは難しい⾯もあるため、策定したルールの順守状況は抜き打ちで検査するなど検査
の実効性を⾼めることも必要。

・ 機構が実⾏・管理する業務は国⺠の⽣活に直結する⼤変重要なものであるということを改めて認識し、更に専⾨性を⾼めていく
ことが最⼤の再発防⽌策である。
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（参考）再送付した年⾦振込通知書の件数等

都道府県 郵便番号
上⼆桁 送付件数

愛知県 46・47・49 804,033件

三重県 49 1,964件

福岡県 82 166,026件

和歌⼭県 64 3,041件

奈良県 64 1件

合計 975,065件

○再作成した年⾦振込通知書の様式○再送付した年⾦振込通知書の件数

正しい内容で
再作成された
ものであるこ
とを表すため、

朱書きで
「㊣」と記載

︿
は
が
き
宛
名
⾯
﹀

︿
は
が
き
通
知
⾯
﹀

年⾦振込通知書の印刷誤りが判明し、再送付
した通知書の内訳については、以下の表のとお
り。（令和３年10⽉11⽇に送付完了。）
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（参考）「年⾦振込通知書の印刷誤り」の発⽣原因・経過 ＜詳細＞

（１）サンメッセにおける本来の印刷環境

①委託要領の別添１「年⾦振込通知書出⼒仕様」に基づき、年⾦振込通知書のレイアウト及びデータ印字位置等を設定
②委託要領に基づき、対象者データ１件ごとに固有の管理番号（年⾦振込通知書の表裏に印刷）を付与
③年⾦振込通知書の印刷⽤データ（ＰＤＦ）を作成（PDFファイル１ページに２名分ずつ、ファイルの奇数ページに表⾯、偶数ページに裏⾯を作成）

印刷⽤データの作成

レイアウト

⽒名 XXX YYY ZZZ … 管理番号

受給者Ａ xxx yyy zzz … 0000001

受給者Ｂ xxx yyy zzz … 0000002

〜 〜 〜 〜 〜 〜

受給者Ｃ xxx yyy zzz … 0000036

受給者Ｄ xxx yyy zzz … 0000037

〜 〜 〜 〜 〜 〜

受給者Ｅ xxx yyy zzz … 0000070

年⾦振込通知書データ
年⾦振込通知書の印刷⽤データ（ＰＤＦ）

印
刷
⽅
向

【表⾯１】【裏⾯１】【表⾯２】【裏⾯２】

○サンメッセでは、「裏⾯」の印刷後に印刷⽤紙を反転し、連続して「表⾯」を印刷する印刷機を使⽤
※年⾦振込通知書の印刷⽤データ（ＰＤＦ）をそのまま印刷すれば、受給者Ａの裏⾯の反対⾯に、受給者Ａの表⾯が印刷される仕組み

○⻑いロール紙に２列で連続印刷した後に裁断

印刷機の設定

【表⾯】【裏⾯】

受給者Ａ
0000001

受給者Ｂ
0000002

受給者Ｃ
0000036

受給者Ｄ
0000037

受給者Ｂ

0000002

受給者Ｃ

0000036

受給者Ｄ

0000037

受給者Ａ

0000001

②印刷⽤紙反転

【表⾯１】【表⾯２】【裏⾯１】【裏⾯２】

「裏⾯」の印刷⽤データ（ＰＤＦ） 「表⾯」の印刷⽤データ（ＰＤＦ）

﹁
裏
⾯
﹂
印
刷

①

﹁
表
⾯
﹂
印
刷

③

印刷時の
表裏の組合せ
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レイアウト原稿の提供

レイアウトの校正（確認）

本番検証⽤データの提供

印刷⽤データの作成

本番検証品の確認

レイアウトの作成

（本番品の作成へ続く）

①委託要領の別添１「年⾦振込通知書出⼒仕様」に基づき、年⾦振込通知書のレイアウト及びデータ印字位置等を設定
②委託要領に基づき、７０件の本番検証⽤データ１件ごとに固有の管理番号を付与
③年⾦振込通知書の印刷⽤データ（ＰＤＦ）を作成

※「機構提出⽤」と「⾃社控⽤」の本番検証品（テスト品）を同時に印刷するため、意図的に２列に同⼀のデータを
配置した印刷⽤データ（ＰＤＦ）を作成したため、必ず本番検証品（テスト品）の表裏が⼀致する仕様となった。

○本番検証品（テスト品）と本番検証⽤データと突合確認し、表裏の印刷内容が⼀致していたため「合格」とした。
※表裏の印刷内容が同⼀⼈であることを確認するための管理番号も⼀致していた。

【機構】

【機構】

【サンメッセ】

【機構】

【サンメッセ】

【サンメッセ】

【機構】

本番検証品の作成
印刷機の設定

本番検証品の印刷
表裏⼀致の確認

（２）サンメッセにおける印刷環境の誤り
① 本番検証品（テスト品）の作成時

×誤った年⾦振込通知書の印刷⽤データ（ＰＤＦ）

受給者Ｂ
0000002

受給者Ａ
0000001

受給者Ｂ
0000002

①誤った印刷⽤データ（ＰＤＦ）を使⽤して、印刷オペレータが誤った印刷機の設定（印刷⽤データを反転する設定）で、⾒た⽬上は正常な本番検
証品（テスト品）を作成し、機構へ提出
②ＣＣＤカメラによる本番検証品（テスト品）の撮影は実施し、印刷時の汚れの有無等のチェックはしていたが、管理番号による表裏⼀致の確認は
未実施

【表⾯１】【裏⾯１】【表⾯２】【裏⾯２】

受給者Ａの「表⾯」の反対⾯は、
どちらを選択しても必ず受給者Ａの「裏⾯」が印刷される。

受給者Ａ
0000001

受給者Ｂ
0000002

受給者Ｂ
0000002

受給者Ａ
0000001

受給者Ａ
0000001

※印刷機の設定もオペレータが誤っていたが、本番設定と異なる印刷⽤データを作成していたことで、結果として正しい印字内容となっており、誤りが顕在化しなかった。

【裏⾯１】【裏⾯２】 【表⾯１】【表⾯２】裏返す

受給者Ｂ
0000002

受給者Ａ
0000001

受給者Ｂ
0000002

受給者Ａ
0000001

表裏の印刷内容（管理番号を含む）が結果として⼀致

表⾯印刷

（裏⾯の印刷⽤データ）

【裏⾯１】【裏⾯２】

裏⾯を反転
して印刷

× 誤った印刷機の設定（印刷⽤データ（ＰＤＦ）の裏⾯を反転して印刷）
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①印刷オペレータが誤った印刷機の設定（印刷⽤データを反転する設定）で本番品を印刷
※印刷機の設定は印刷オペレータ任せとなっており、その上⻑が設定内容を確認する体制が構築されていなかった。

②ＣＣＤカメラによる本番品の撮影は実施し、印刷時の汚れの有無等のチェックはしていたが、管理番号による表裏⼀致の確認は未実施

本番⽤データの提供

印刷⽤データの作成

納品時の検査

①委託要領の別添１「年⾦振込通知書出⼒仕様」に基づき、年⾦振込通知書のレイアウト及びデータ印字位置等を設定
②委託要領に基づき、3,528,025件の本番⽤データ１件ごとに固有の管理番号を付与
③年⾦振込通知書の印刷⽤データ（ＰＤＦ）を作成

※本番検証品（テスト品）の作成時とは異なる配置（正しい配置）で印刷⽤データ（ＰＤＦ）を作成した。

受給者Ａ
0000001

【機構】

【サンメッセ】

【サンメッセ】

【機構】

本番品の作成
印刷機の設定
本番品の印刷
表裏⼀致の確認

② 本番品の作成時

○正しい年⾦振込通知書の印刷⽤データ（ＰＤＦ）

受給者Ａ
0000001

受給者Ｂ
0000002

受給者Ｂ
0000002

受給者Ｃ
0000036

受給者Ｄ
0000037

受給者Ｄ
0000037

【表⾯１】【裏⾯１】【表⾯２】【裏⾯２】

○ 正しい印刷機の設定（印刷⽤データ（ＰＤＦ）をそのまま印刷）

× 誤った印刷機の設定（印刷⽤データ（ＰＤＦ）の裏⾯を反転して印刷）

○本番⽤データ収録件数と後納郵便差出票の件数を突合確認し、発送件数が適正であるか確認することとしている。
※本番品の品質（表裏不⼀致、圧着等）は本番検証品（テスト品）の確認により可能と考えていたため、本番品での確
認は⾏っていない。

受給者Ｃ
0000036

【裏⾯１】【裏⾯２】 【表⾯１】【表⾯２】裏返す

受給者Ｂ
0000002

受給者C
0000036

受給者D
0000037

受給者Ａ
0000001

（裏⾯の印刷⽤データ）

【裏⾯１】【裏⾯２】

受給者Ｂ
0000002

受給者C
0000036

受給者D
0000037

受給者Ａ
0000001

（裏⾯の印刷⽤データ）

【裏⾯１】【裏⾯２】 【裏⾯１】【裏⾯２】 【表⾯１】【表⾯２】裏返す

裏⾯印刷 表⾯印刷

裏⾯を反転
して印刷 表⾯印刷

表裏の印刷内容（管理番号を含む）が不⼀致

表裏の印刷内容（管理番号を含む）が⼀致

19



１．事業の企画

案件受付・振分ルール ・事業担当部署から登録された外部委託案件について、調達企画部が案件区分を決定
・案件区分１に該当する案件については調達企画部がプロジェクトチーム設置を事業担当部署へ指⽰

情報提供依頼（ＲＦＩ）
の実施 ・企画段階・調達段階の⽬的に応じ情報提供依頼を実施し、収集した情報についてデータベースを構築し活⽤

事業計画の策定 ・事業担当部署は、情報提供依頼（ＲＦＩ）の実施結果等を踏まえ事業計画を策定し、重要案件は常勤役員会に付議

仕様書案の作成 ・ＲＦＩの結果を仕様書（案）等に適切に反映し調達企画部及び調達管理部がチェックリストに基づき審査

２．調達⼿続き

⼊札⽅法等の決定
（⼊札参加資格） 年⾦個⼈情報を取り扱う案件は全省庁統⼀資格の本来等級の適⽤を原則化

（総合評価落札⽅式） 年⾦個⼈情報を取り扱う業務のうち、業務品質を確保するために業者の履⾏能⼒
を⾒極める必要があるものは、総合評価落札⽅式の適⽤を原則化

コンティンジェンシー
プラン ・重要案件に関しコンティンジェンシープランの作成を義務化

調達委員会 ・業務の正確性とサービスの質の重視及び事業リスクへの対応の観点から審議（参加資格（等級拡⼤の適⽤）、コン
ティンジェンシープラン等）

運⽤仕様書・提案書の審
査

・運⽤仕様書及び提案書（総合評価落札⽅式の場合）のチェックリストに基づき、案件に応じ調達企画部及び調達管
理部が審査

⼊札の執⾏ ・調達管理部が、業務の履⾏に必要な⼈員規模及び設備について運⽤仕様書と予定価格の積算内訳の整合性を確認し、
両者が著しく乖離する場合は確認内容を事業担当部署へ伝達し、「履⾏開始前検査」時に活⽤

３．履⾏開始前委託管理 履⾏開始前検査
・仕様書等に記載された履⾏体制、情報セキュリティ等の準備状況を原則⽴⼊検査で確認
・不適事項があれば改善を指⽰し、履⾏開始⽇の前⽇までに不適事項の改善が確認できない場合は業務履⾏を開始さ

せないことを徹底

４．履⾏開始後委託管理

履⾏中検査 ・履⾏開始前検査で確認した事項の実施状況について原則⽴⼊検査を実施（原則履⾏開始後１か⽉以内に実施）

検品・検査 ・仕様書に納品時検査の⼿法（検査内容・検査⽅法等）を明記し検査を徹底

履⾏後検査 ・業務終了後速やかに個⼈情報等の返却⼜は完全な消去・廃棄を確認

（参考）機構における調達⼿続きや外部委託管理の主なルール等
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（参考）本件調達に係る⼊札結果等

○令和３年３⽉４⽇に⼀般競争⼊札案件として公告、4⽉27⽇に開札（11社が参加）
○予定数量3,290万件のうち、3,190万件は９社が落札

80万件は２社が辞退し、落札した２社と不落随契 20万件は不落

事業者 結果
契約⾦額
(単価:円) 契約件数

⾒込み総額
（税込み：円）

備考
(等級)

サンメッセ 株式会社
落札 4.45 3,000,000 14,685,000

Ａ等級
不落随契 4.30 500,000 2,365,000

株式会社 タナカ
落札 4.30 4,500,000 21,285,000

Ａ等級
不落随契 4.30 300,000 1,419,000

福島印刷 株式会社 落札 4.30 4,000,000 18,920,000 Ａ等級

株式会社 ＴＬＰ 落札 4.32 3,000,000 14,256,000 Ａ等級

共同印刷 株式会社 落札 4.38 3,800,000 18,308,400 Ａ等級

ナカバヤシ 株式会社 落札 4.40 4,000,000 19,360,000 Ａ等級

ＮＴＴ印刷 株式会社 落札 4.95 3,900,000 21,235,500 Ａ等級

東洋紙業 株式会社 落札 5.40 3,700,000 21,978,000 Ａ等級

株式会社 イセトー 落札 5.85 2,000,000 12,870,000 Ａ等級

参考︓不⾜数量が残った場合の不落随契ルール
落札数量が需要数量に達しないときは、需要数量に達するまで、最低落札単価の制限内で、随意契約に

よることができる。
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【案件区分３】通知書作成、発送準備業務のうち100万件以上の案件
○年⾦振込通知書
○健康保険・厚⽣年⾦保険適⽤関係通知書
○国⺠年⾦保険料納付書
○⽀給額変更通知書・年⾦⽀払通知書
○社会保険料（国⺠年⾦保険料）控除証明書

【案件区分５】その他役務・売買・賃借
○建物の管理業務、⼯事
○清掃業務
○物品の購⼊、賃借

【案件区分１】重要案件（ＰＴ設置案件）
○新規案件のうち予算額が３千万円以上のもの
○予算額が１億円以上の継続案件等多くのお客様に影響のある案件
○制度改正に伴い新規に実施する案件、⼜は内容に⼤幅な変更が⾒込まれる継続案件
○過去に重⼤な事故が発⽣した案件（例︓扶養親族等申告書に関する事業）
○特定個⼈情報を取り扱う案件等調達企画部⻑が特に必要と認めた案件

【案件区分２】特に業務品質を確保する必要がある案件（原則、総合評価落札⽅式）
○届書の処理、データ⼊⼒
○年⾦相談（コールセンター）
○訪問勧奨（国年市場化）

※業務品質確保のために業者の履⾏能⼒を⾒極める必要があるもの

【案件区分４−２】案件区分１から３以外の年⾦個⼈情報等が直接⽬に触れない案件
○運送業務
○⽂書保管業務

など

年
⾦
個
⼈
情
報
を
取
り
扱
う
契
約

上
記
以
外
の
契
約

（参考）外部委託業務にかかる案件区分の整理

企
画
・
管
理

事
業
担
当
部
署
と
調
達
企
画
部
が

事
業
担
当
部
署
で
企
画
・
管
理

及
び
承
認
の
段
階
か
ら
関
与

調
達
企
画
部
が
仕
様
書
の
審
査

︵
調
達
企
画
部
は
必
要
に
応
じ
助
⾔
︶

外
部
委
託
業
者
の
管
理
状
況
を
調
達
企
画
部
へ
報
告

【案件区分４−１】案件区分１から３、４−２以外の案件
○通知書作成、発送業務（上記案件区分３以外）
○⽂書廃棄業務
○電話交換、翻訳

○ 機構においては、外部委託案件に関し、年⾦個⼈情報の取扱いの有無や案件の重要度、取り扱う情報量などを勘案し、
年⾦個⼈情報を取り扱う契約については５段階の案件区分に分けたうえで、それぞれのリスクを加味した調達・委託管
理対応を⾏っているところ。（年⾦振込通知書の作成業務は案件区分３と位置づけている。）
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（参考）年⾦振込通知書（令和3年10⽉定期⽀払分）の作成及び発送準備業務の委託要領＜抜粋＞
３．作業内容
（３）本番検証品（試作品）の作成

① 印字処理の仕様
ア 外部電磁的記録媒体の仕様

別添２「年⾦振込通知書データ電⼦媒体基準書」のとおり
イ データ仕様

・記録コード ︓Ｓｈｉｆｔ－ＪＩＳ（ＡＳＣＩＩ）コード
・外字 ︓約８００種
・レコード⻑ ︓別添２「年⾦振込通知書データ電⼦媒体基準書」のとお

り（注１）
・ボリューム形式︓シングルファイル／シングルボリューム
・ソート順 ︓連続番号順（郵便番号及び整理番号順に付加済み）

（注１）レコード⻑については暫定的なものであるため、変更になる場合がある。
② ⽂字フォントデータの印字検証

ア 機構は、技術試験⽤データ貸与時（令和３年３⽉１５⽇から令和３年３⽉２４⽇までの間）に、外部電磁的記録媒体（DVD）により印刷専⽤社
会保険フォントデータを貸与する。
受託事業者は、事前に機構へ連絡の上、当該データを受領すること。

イ 受託事業者は、貸与された印刷専⽤社会保険フォントデータが確実に年⾦振込通知書に印字されることを、下記⑧の本番検証品提出時に機構へ
報告すること。報告書の様式は任意とするが、全ての外字（別添３︓印刷専⽤社会保険フォント⼀覧（項番7055〜）参照）が出⼒されたものを
添付すること。
なお、外字の作成にあたっては、⽂字ごとの「⽌め」、「はね」、「突き抜け」部分等が鮮明に判読・確認できるよう、20ポイント以上で印字

（⼜は拡⼤コピー）すること。
（例）印刷専⽤社会保険フォント⼀覧 Ｆ６８４「慧」

ウ 印刷専⽤社会保険フォントの取扱いについては、以下に留意すること。
・当該業務以外に使⽤しないこと。
・第三者に譲渡・貸与しないこと。

③ カスタマバーコードの印字検証
ア カスタマバーコードは、内国郵便約款別記１４（郵便物の受取⼈の住所⼜は居所等をバーコードに変換し記載する⽅法）に規定する⽅法である

こと。
イ 受託事業者は、印字したカスタマバーコードが⽇本郵便株式会社において確実に読み取れることを、下記⑧の本番検証品提出時に機構へ報告す

ること。報告書の様式は任意とする。
④ ⼆次元バーコードの印字検証

ア ⼆次元バーコードは、機構が指定した番号等を変換し記載する⽅法（規格︓モデル２、⼤きさバージョン２を予定）であること。規格等は、上
記（1）②の正式な印刷原稿を提供時までに機構が指定する。

イ 受託事業者は、印字した⼆次元バーコードが確実に読み取れることを、下記⑧の本番検証品提出時に機構へ報告すること。報告書の様式は任意
とする。

⑤ ⾳声コードの印字検証
ア 受託事業者は、別添４―１「⾳声コード印字要領」、別添４－２「⾳声コード収録内容」に基づき、⾳声コードを作成すること。
イ 受託事業者は、印字した⾳声コードがスマートフォン等で確実に読み取れること、また、⾳声内容が、上記アの収録内容と⼀致していることを、

下記⑧の本番検証品提出時に機構へ報告すること。報告書の様式は任意とする。
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⑥ データ印字⽤プログラムの作成
ア 機構は、令和３年９⽉７⽇（注２）までに、本番検証⽤データ（５０件程度）が格納されている外部電磁的記録媒体を貸与する。

（注２）引渡⽇は、機構の都合により、１営業⽇程度遅れる場合がある。この場合、機構は、事前に連絡する。
イ 受託事業者は、貸与された本番検証⽤データについて、別添１「年⾦振込通知書出⼒仕様」に基づく印字となるようプログラムを作成すること。

また、作成したプログラムが別添１「年⾦振込通知書出⼒仕様」のとおり出⼒できるか点検を⾏い、下記⑧の本番検証品提出時に、その点検結
果を機構へ報告すること。報告書の様式は任意とするが、点検時に使⽤したチェックシート等を添付すること。

ウ 印字する⽂字については、バランスを考慮した上で、可能な限り⼤きく⾒やすいものとすること。また、⾦額欄の印字は、ゴシック系のフォン
トとすること。

⑦ 印字出⼒誤り等による情報漏えいの防⽌措置
受託事業者は、貸与された本番検証⽤データの誤出⼒等により、情報漏えいを発⽣させないため、以下の措置を講じること。

ア 対象者の印字が、年⾦振込通知書の表裏で不⼀致とならぬよう、表裏両⾯に管理番号（注３）を付す等の防⽌策を講じること。
イ 印字された対象者が、年⾦振込通知書の表裏で、⼀致していることを確認すること。
ウ その他、必要な措置を講じること。

（注３）管理番号等を⽤いる場合は、対象者データ1件ごとに固有の管理番号等を付与することとし、管理番号等の重複付与(例︓郵便番号区分
ごとの重複付与等)は⾏わないこと。

⑧ 本番検証品の作成
ア 受託事業者は、上記（２）②にて作成開始の指⽰を受けた後、別添１「年⾦振込通知書出⼒仕様」、別添２「年⾦振込通知書データ電⼦媒体基

準書」、及び別添４－１「⾳声コード印字要領」に基づき、本番検証品（５０件程度︔本番検証⽤データの全てを出⼒したもの）を作成すること。
イ 受託事業者は、１枚ごとに裁断された本番検証品を作成し、令和３年９⽉１０⽇までに機構へ提出すること。併せて、別添６「本番検証品にか

かる品質保証並びに印刷誤り防⽌にかかる報告書」を機構へ提出（注４）し、機構の検証を受けること。合格の場合、機構は、年⾦振込通知書の
印刷開始の指⽰を⾏う。
（注４）複数台の機械を使⽤する場合、それぞれの機械で作成された成果物を確認するため、本番検証品は使⽤する機械ごとに作成したものを

それぞれ提出すること。
また、⼆連掛け等により複数のプログラムを使⽤する場合も、使⽤するプログラムごとに作成したものをそれぞれ提出すること。

（４）年⾦振込通知書の作成
① 機構は、令和３年９⽉２９⽇（注５）までに、個⼈情報が格納されている外部電磁的記録媒体（以下「電⼦媒体」という。内容や媒体の規格等に

ついては、別添２「年⾦振込通知書データ電⼦媒体基準書」を参照。）を貸与する。また、併せて、電⼦媒体のデータ件数を記載した回付票を提供
する。

受託事業者は、回付票に記載されたデータ件数と受領したデータ件数（電⼦媒体収録データ件数）とが⼀致することを確認すること。
※機構は、通常の発送分（以下「発送分」という。）の他に、分離分を依頼する場合がある。分離分の電⼦媒体については、発送分と分離して各々

引渡しを⾏う。
（注５）引渡⽇は、機構の都合により、１営業⽇程度遅れる場合がある。この場合、機構は、事前に連絡する。

② 受託事業者は、上記（３）⑧にて印刷開始の指⽰を受けた後、年⾦振込通知書を作成し、圧着加⼯等を施すこと。
③ 受託事業者は、印刷誤りを防⽌するため、上記（３）⑧の本番検証品の作成時 と同⼀の印刷環境で作成することとし、その結果について、下記

（８）②に⽰す初回納品⽇の１営業⽇前までに、別添７「本番品にかかる品質保証書」により機構へ報告すること。また、併せて、同⼀プログラム
を使⽤して印字したことが分かる証跡を添付すること。

なお、初回納品⽇以降においてプログラムをセットし直す場合、受託事業者は、プログラムをセットするたび当該納品⽇までに機構へ報告するこ
と。

④ 受託事業者は、圧着不良を防⽌するため、圧着状態を確認する装置により点検する等、適切な措置を講じること。また、圧着⽇から到着⽇（２〜
３週間程度）までの期間を考慮の上、適切な措置を講じること。

⑤ 分離分については、下記（８）②に⽰す納期までに、機構（上記２．の担当部署）へ納品すること。
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（参考）サンメッセより提出のあった品質保証書

○令和３年9⽉21⽇及び10⽉1⽇にサンメッセより機構に提出のあった品質保証書は以下のとおり。

＜本番検証品（テスト品）に係る品質保証書＞ ＜本番品に係る品質保証書＞
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年金振込通知書の印刷誤り事案検証状況報告の概要

○ 令和３年１０月定期支払分の年金振込通知書９７.５万件について、振込金額等の記載内容を誤って印刷
し、通知した事案が発生した（年金振込通知書送付対象者は３,２９０万人）。
日本年金機構（以下「機構」という。）の外部委託により、この通知書の作成業務は行われているが、大

切な年金に関する情報を誤ってお知らせするということは、あってはならないこと。受給者等に送付する書
類は、他の行政機関等から送付される書類に比べても大量であり、事務処理に誤りがあった場合の影響は極
めて大きい。
このような事案の再発を防止するため、本事案の原因を徹底して調査し、調査結果に基づく実効ある再発

防止策を講じる必要がある。

○ 今般の検証では、上記のような問題意識のもと、

① 本事案の原因は、実務的な問題に起因していると考えられることから、まずは、当事者である機構にお
いて、受託事業者であるサンメッセ株式会社（以下「サンメッセ」という。）における業務実態、機構の
契約担当部署等の調達管理状況などを調査・分析した上で、再発防止策の策定等の対応を組織横断的に実
施するため、理事長総括の下、役職員による調査チームを機構内に立ち上げ、検証を行ってきた。

② さらに、機構における調査・分析結果については、事実関係について誤りがないことをサンメッセに確
認するとともに、検証の観点が適切であったかも含めて、第三者の立場から客観的に確認するため、機構
の役職員以外の有識者に対して、本事案の詳細を説明し、機構による調査・分析結果をご確認いただき、
ご意見等を報告書に反映した。

問題意識

検証の位置づけ

別添２
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本事案における事業者の契約に違反した行為の状況について

○ サンメッセは機構と締結した契約書等に基づき、受託した業務を担う責務があったが、機構への事前の説
明内容と異なる契約違反行為が行われていた。そのポイントを整理すると以下のとおり。

なお、年金振込通知書の再作成・発送やお詫び状の送付等費用はサンメッセが負担。

契約内容 サンメッセにおける対応 機構における対応

テ
ス
ト
品
の
作
成

作
成
プ
ロ
セ
ス

• 本番と同じ印刷環境（印刷用
データの作成、印刷機の設定）
で作成する必要

• 表裏に付した管理番号等で表裏
の情報の一致を確認する必要

• 本番と異なる誤った印刷環境（印刷用
データの作成、印刷機の設定）によりテ
スト品を作成していた

• 本番と同じ印刷環境（印刷用データの作
成、印刷機の設定）で作成したと偽った
内容の品質保証書を提出していた

• 機構には管理番号により表裏の一致を確
認する旨説明していたが、実際には確認
をしていなかった

• 品質保証書等から、本番と同じ
印刷環境（印刷用データの作成、
印刷機の設定）により、適正に
作成されているものとして確認

※ 同様の事案を問題なく履行中であっ
たため立入検査は省略していた

作
成
物

• 本番品作成前にテスト品の現物
及び品質保証書の提出が必要

• 提出されたテスト品の表裏の一
致を確認するなどにより、適正
なものであることを確認

本
番
品
の
作
成

作
成
プ
ロ
セ
ス

• テスト時と同じ印刷環境（印刷
用データの作成、印刷機の設
定）で作成する必要

• 表裏に付した管理番号等で表裏
の情報の一致を確認する必要

• テスト時と異なり正しい印刷用データを
使用していたが、誤った印刷機の設定で
作成していた

• テスト時と同じ印刷環境（印刷用データ
の作成、印刷機の設定）で作成したと
偽った内容の品質保証書を提出していた

• 機構には管理番号により表裏の一致を確
認する旨説明していたが、実際には確認
をしていなかった

• 品質保証書等から、テスト時と
同じ印刷環境（印刷用データの
作成、印刷機の設定）により、
適正に作成されているものとし
て確認

※ 同様の事案を問題なく履行中であっ
たため立入検査は省略していた

作
成
物

• 初回納品日前に品質保証書の提
出が必要(現物の提出は不要)

＊ なお、業務の履行体制、守秘義務契約等の情報セキュリティに関する管理体制については、業務委託員名簿等に基づき体制等が確保されていること
が確認されている。

＊ また、機構における調達や履行管理については、年金個人情報を取り扱う外部委託に係る調達の全省庁統一資格の本来等級の適用等、基本的にルー
ルに沿った対応を実施していたことが確認されている。
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本事案における課題と再発防止策のポイントについて

○ 事業者からの虚偽報告や見た目上は適正なテスト品の現物確認により、結果として表裏の
一致確認がなされていないこと等、適正な作成プロセスとなっていないことをチェックできて
おらず、検査ルールの改善が必要。

○ 本番品の現物を確認しておらず、事業者からの提出書面による確認のみであったことなど
から、結果として本番品の印刷誤りをチェックできておらず、検査ルールの改善と併せて現物
の確認を厳格化する必要。

① 立入・書面検査のルールを改善し、実効性を高める。

立入検査、書類検査で確認すべき事項をそれぞれ改めて精査するとともに証跡の確実な取得を徹底

立入検査の省略可能な場合を厳格化

テスト品の現物確認に際して、作業手法・工程の詳細がわかる資料など証跡の確実な取得により、
その作成プロセスについても確認を実施

② 本番品の確認を厳格化する。

本番品についても、ダミーデータによる現物確認を実施

課題

再発防止策
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（参考）本事案における本来の印刷環境について

○ 今般の事案は、年金振込通知書について、委託事業者において宛名面(宛先住所、氏名を記載）と通知面
(基礎年金番号、振込先金融機関及び支店名、年金額等)で別人の情報を誤って印刷していたもの。

○ サンメッセにおける本来の印刷環境（印刷用データの作成、印刷機の設定）は以下のとおり。

レイアウトデータ

⽒名 XXX YYY ZZZ … 管理番号

受給者Ａ xxx yyy zzz … 0000001

受給者Ｂ xxx yyy zzz … 0000002

〜 〜 〜 〜 〜 〜

受給者◆ xxx yyy zzz … ×××××××

年金振込通知書データ

【表⾯】【裏⾯】

受給者Ａ
0000001

印刷用データ（PDFファイル）

受給者Ａ
0000001

受給者Ｂ
0000002

受給者Ｂ
0000002

受給者Ｃ
00000××

受給者Ｄ
0000×××

受給者Ｄ
0000×××

【表⾯１】【裏⾯１】【表⾯２】【裏⾯２】

受給者Ｃ
00000××

印
刷
⽅
向

…
…

… PDFファイル
１ページ目

PDFファイル
２ページ目

PDFファイル
３ページ目

PDFファイル
４ページ目

※ 対象者データ１件ごとに固有の管理
番号を付与

※ 印刷用データとしてPDFファイルを１ページに２名ずつ作成（PDFファ
イルの奇数ページに表面、偶数ページに裏面）

※ 印刷用紙を裏返して表裏印刷するため、裏面の印刷用データは表
面に対して反転して作成

印刷用データの作成について

印刷機の設定について

①印刷用データの「裏面」（PDFファイルの偶
数ページ）を印刷

②印刷用紙を裏返し
③印刷用データの「表面」（PDFファイ
ルの奇数ページ）を印刷

④管理番号により
表裏一致を確認

【裏⾯１】【裏⾯２】 【表⾯１】【表⾯２】

裏返す

※長いロール紙に２列で連続印刷した後に裁断
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（参考）本事案における印刷誤りの発生原因について

○ 今般の事案では、テスト品では印刷用データと印刷機の設定が、本番品では印刷機の設定が誤っていた。

○ また、テスト品、本番品いずれも管理番号による表裏一致の確認が行われていなかった。

②印刷用データの「裏面」を誤って反転して印刷 ③印刷用紙を裏返し ④印刷用データの「表面」を印刷

受給者Ａ
0000001

受給者Ａ
0000001

受給者Ｂ
0000002

受給者Ｂ
0000002

受給者A
0000001

受給者B
0000002

受給者B
0000002

【表⾯１】【裏⾯１】【表⾯２】【裏⾯２】

受給者A
0000001

受給者Ａ
0000001

受給者Ｂ
0000002

受給者A
0000001

受給者B
0000002

【裏⾯１】【裏⾯２】

①誤った印刷用
データを作成

※ 「機構提出用」と「自社控用」のテスト品を同時に印刷するため、
意図的に２列に同一のデータを配置した印刷用データを作成

【裏⾯１】【裏⾯２】 【表⾯１】【表⾯２】

⑤管理番号により表裏一致を確認していない→結果として表裏が一致しており、誤りが顕在化しなかった。

①正しい印刷用
データを作成

②印刷用データの「裏面」を誤って反転して印刷 ③印刷用紙を裏返し ④印刷用データの「表面」を印刷

受給者Ａ
0000001

受給者Ａ
0000001

受給者Ｂ
0000002

受給者Ｂ
0000002

受給者Ｃ
00000××

受給者Ｄ
0000×××

受給者Ｄ
0000×××

【表⾯１】【裏⾯１】【表⾯２】【裏⾯２】

受給者Ｃ
00000××

受給者Ａ
0000001

受給者Ｂ
0000002

受給者Ｃ
00000××

受給者Ｄ
0000×××

【裏⾯１】【裏⾯２】 【裏⾯１】【裏⾯２】

裏返す

【表⾯１】【表⾯２】

裏返す

⑤管理番号により表裏一致を確認していない→表裏不一致

テスト品

本番品

反転

反転

（裏面の印刷用データ）

（裏面の印刷用データ）

【機構提出用】

【自社控用】
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